
判決　平成１４年４月２６日　神戸地方裁判所　平成１３年(ワ)第１４３４号　約
束手形金請求事件（手形異議申立）
                          主　　　　　　　　文
１　原告と被告との間の当庁平成１３年（手ワ）第１８号約束手形金請求事件につ
き，同裁判所が平成１３年７月５日に言い渡した手形判決を取り消す。
２　原告の請求を棄却する。
３  訴訟費用は原告の負担とする。
                          事　実　及　び　理　由
第１　請求
　　　被告は，原告に対し，金１０００万円及びこれに対する平成１２年７月３１
日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　　　本件は，別紙約束手形目録記載の約束手形１通（以下「本件手形」とい
う。）につき原告が振出人である被告に対し，手形金及びこれに対する満期から支
払い済みまで手形法所定の年６分の割合による法定利息金の支払いを求めるもので
あり，これを認容した主文掲記の手形判決に対する異議申立事件である。
    　被告は，上記請求に対し，抗弁として，本件手形は盗難手形であり，その後
の取得者において善意取得が成立していないから，原告はこれについて権利を有し
ないと主張する。
　１　争いのない事実等
    (1)　被告は，本件手形を振り出した（争いがない）。
    (2)　本件手形の裏面には，第１裏書人釜谷紙業株式会社（以下「釜谷紙業」と
いう。），第１被裏書人白地，第２裏書人有限会社松本産業（以下「松本産業」と
いう。），第２被裏書人白地，第３裏書人友伸環境開発株式会社（以下「友伸環境
開発」という。），第３被裏書人白地，第４裏書人原告，第４被裏書人紀陽銀行
（取立委任）との記載がある（甲１の２）。
    (3)　原告は，本件手形を所持している（甲１の１ないし３並びに弁論の全趣
旨）。
    (4)　原告は，本件手形を支払呈示期間に支払い場所で支払いのため提示した
（甲１の３）。
    (5)　本件手形は，釜谷紙業株式会社が被告から振出・交付を受けて，兵庫県加
古川市内の同社事務所で保管中，平成１２年４月２６日未明に何者かによって同所
から盗み出されたものである（乙４，５，弁論の全趣旨）。
　２　争点
      　原告を含め前記盗難後に本件手形を取得した者が，取得に際し，本件手形
が盗難手形であり，それぞれの前主が無権利者であることについて悪意または重大
な過失があったか（善意取得者か否か）。
　３　当事者双方の主張
　（原告の主張）
    (1)　原告は本件手形を友伸環境開発から善意取得した本件手形の正当な所持人
である。
        被告は，原告と友伸環境開発とが事実上，一体性のある会社で，原告は本
件手形を取得するにつき悪意又は重過失がある旨主張するが，原告の経営は名実と
もに代表者であるＡが担当し，同人は原告の筆頭株主であり（発行済み株式２００
株のうち８０株を有する。），Ｂの所有株式ではないこと，Ｂは原告の代表取締役
を昭和６３年１２月に辞任した後，原告の経営に関与していないこと，同人の元妻
Ｃも平成元年１２月に辞任した後，原告の経営に関与していないことからすると，
原告と友伸環境開発が事実上一体であるとは到底いえない。
    (2)  原告の帳簿上，Ｂに対して借受金名下の入・出金が繰り返されているが，
これはＢ以外の第三者との貸借について，その第三者が原告の帳簿上名前を出して
ほしくないとの申出があったため，原告がＢに無断で帳簿上の名義を借用したもの
である。
    (3)　原告は，手形割引を業とする者でも貸金を業とする者でもなく，友伸環境
開発が所持する手形について，その内の一部については銀行調査の結果，事故届が
出されたこともなく，当座預金口座が約束手形の支払場所の銀行に開設されていた
ことなどから，本件手形が盗難手形であるとは知らずに取得するに至ったものであ
り，また，その知らないことについて，未だ重大な過失があったということはでき
ない。



　（被告の主張）
　　(1)　原告の前者以前の本件手形取得者の悪意性
　　　　本件手形の盗難事件発生当時において，訴外Ｄが代表者を務める松本産業
は，対外的信用もなく，営業の実体を欠く状態であった（乙１４）。そのような状
態にあった松本産業が正常な商業取引において本件手形を取得したものとは到底い
えない。
　　　　また，友伸環境開発（取締役Ｂ）と松本産業の間では，従前さしたる営業
上の取引，手形取引も存在しなかったにもかかわらず，本件手形を含む３５枚もの
高額面の一流手形を一度に割引依頼をかけてきた松本産業に対し，金融業を営むＢ
やもと金融機関支店長であったＥ（友伸環境開発の従業員）が，その手形の由来，
原因関係，取得経緯等を確認しないというのはきわめて不自然である。
　　　　のみならず，このような信用のある一流手形をわざわざ遠隔地で，しかも
平生取引のないＢないし友伸環境開発に持ち込んでいる点については（しかも，月
利１５パーセントの割引率としても異常な高率である。），通常の取引観念をもつ
一般人であれば，当然不自然に思うはずである。したがって，Ｂが本件一連の手形
の由来を特に不自然に思わず取得したと見るのは困難であり，むしろ，そのいわく
を十分熟知して超高利をもって敢えて割り引いたと見るのが事案の実体に照らし妥
当である。
　　　　すなわち，Ｂないし友伸環境開発は，本件手形取得に関し，松本産業が本
件手形の無権利者であることにつき悪意であることにつき悪意であったというべき
である。
　　(2)　原告の悪意・重過失
　　　　原告は，友伸環境開発との間で本件手形を含む額面合計１億円以上もの手
形を譲り受ける原因関係となるべき商取引の存在や手形の対価となるべき金銭の授
受を直接示す証拠を提出しない。
　　　　むしろ，Ｂが設立した会社であり，Ｆ同様に容易に手形の受領に関与でき
る立場にあった原告は，やはりＢの意思に即応できる密接な間柄を有していたとい
うべきであって，本件が原告において明白な原因関係，金銭の授受を欠く手形取得
である以上，本件手形を含む多数の一流手形をＢがどのようにして取得してきたも
のであるかを知悉して取得し，善意者を装うべく裏書きをなしたとみるのが相当で
ある。
　　　　仮に，原告が悪意でないとしても，本件の多数の一流手形をＢが取得し，
これを取引銀行に持ち込まず原告に受領させたことについては，やはり取引観念上
重大な疑念を生じさせるものであるから，本件手形の流通経路等について，振出人
に対する振出確認等，適宜の方法をもって十分に調査をするべき注意義務があった
というべきである。にもかかわらず，原告は，この点何らの調査をした形跡も認め
られないのであるから，少なくとも手形取得における前者の無権利につき重過失を
免れないというべきである。　
第３　争点に対する判断
  １　証拠（認定事実の末尾の括弧内に掲記する。）及び弁論の全趣旨によれば，
以下の事実が認められる。
　　(1)　被告は，マーガリン，食用油脂製品の製造等を主たる事業内容とし，現在
資本金７２００万円，従業員数６０名の株式会社であり，年間売上高は４０億円を
超える大会社である（乙１）。
　　(2)　訴外釜谷紙業は，兵庫県加古川市に本店を置き，洋紙，板紙，包装資材，
ダンボールケースの製造・販売等を主たる業務とする，資本金４８００万円の企業
であり，年間売上高は４０億円を超え，決算内容からみても優良な企業である（乙
２，３の１，２）。
　  (3)　原告は，大阪府堺市に本店を置き，不動産売買，同賃貸業を主たる業務と
する，資本金１０００万円の株式会社である。平成８年に第１回不渡りを出してい
る（乙１７，１８）。
　　(4)　平成１２年５月１８日，松本産業の代表者であるＤから友伸環境開発の取
締役であるＢに額面合計約１億８０００万円の約束手形３５通が交付され，同月２
２日に友伸環境開発の従業員であるＥから原告の代表取締役であるＧにそのうちの
額面合計約１億円の約束手形２２通が交付された。本件手形はこの２２通のうちの
１通である。
　　　　そして，ＤからＢに交付された上記３５通の約束手形は，いずれも商業手
形として振り出され，いずれも関西の企業である釜谷紙業，訴外サンコー株式会社



または訴外安福ゴム工業株式会社が振出・交付を受けて保管中に盗まれたものであ
り，受取人名義の第１裏書は何者かによって偽造されたものである（乙４，５，１
０の１乃至２２，１３，２１，２２，弁論の全趣旨）。
  ２  上記認定事実に基づき，争点について判断する。
　　(1)　松本産業における善意取得の不成立について
        Ｄは，別件訴訟（当庁平成１２年(ワ)第２６４６号事件）における証人尋
問において，平成１２年５月１０日頃，Ｈという人物から，上記約束手形３５通を
どこかで割引を受けられないかとの依頼を受けた上，同月１８日，札幌市内の自分
の事務所の前でＨから同手形の交付を受け，その割引代金としてＢから受け取った
約１億２０００万円をＨに支払った旨供述する（乙２５）。
        しかしながら，Ｄは，上記Ｈとの関係について，前記証人尋問において，
平成１２年４月初めに知り合いの暴力団組長Ｉから日本製鋼という会社の専務とし
て紹介されたと供述しているところ（乙２５），この供述を前提とする限り，上記
Ｈは，松本産業又はＤとの間で従前から取引の実績がなく，しかも，暴力団組長と
交際のある人物ということになる。加えて，Ｄの供述によれば，同人が紹介を受け
た際，Ｈは，勤務先である日本製鋼振り出しの額面４億７０００万円ないし４億８
０００万円の約束手形１通のほかに額面合計が約３０億円の多数の約束手形を持ち
歩き，会社を近いうちに退社するなどと言っていた上，上記３５通の約束手形の割
引先の紹介をＤに依頼した際にも，その条件について，割引料は月１割でもかまわ
ない，Ｄにも手数料と
して１５００万円を支払うなどと取引通念上常識では考えられない申入れをしてい
たというのであるから，それが真実であれば，Ｈという人物が上記約束手形３５通
を正当な取引行為により入手したとは到底考えられず，これらの約束手形が，不正
な手段を経て流通に置かれ，暴力団組織の関与の下に換金が企図されたものである
ことは明らかであり，それにもかかわらずＤは上記約束手形３５通の取得経緯につ
いて納得のできる説明を求めた形跡はないことに鑑みると，Ｈの依頼に応じたＤ
は，そのような事情を当然認識しつつこれに加担したものと推認することができ
る。
        そうすると，Ｄのこれらの供述が虚偽であればなおさら，仮に真実である
としても，松本産業が，前主が無権利者であることについて悪意であることが明ら
かであり，上記約束手形３５通に含まれる本件手形について，その手形上の権利を
善意取得したということはできない。
　　(2)　友伸環境開発における善意取得の不成立について
        Ｂは，別件訴訟（当庁平成１２年(ワ)第２６４６号，同１３年(ワ)第４２
号，同第３２３２号事件）における証人尋問において，友伸環境開発の取締役とし
て本件手形を取得した経緯について，平成１２年５月１３日頃，Ｄからの電話で上
記約束手形３５通の割引依頼を受けたため，友伸環境開発から５００万円を出した
ほか，親族のＦから３５００万円，原告から２５００万円をそれぞれ借用し，残り
をＢ本人で用立てて合計１億２０００万円を準備し，平成１２年５月１７日，Ｅと
二人でこのうちの１億１８００万円を現金で所持して東京に行き，Ｄと落ち合った
が取引はせず，翌日，札幌にあるＤの事務所に行き，そこで同人が所持していた上
記約束手形３５通を額面金額から１５パーセントの割引料を差し引いた約１億２３
００万円で割り引くこと
にし，持参した現金の不足を補うために友伸環境開発からＤの銀行口座に５００万
円を振込送金させ，同人との間で差額を精算して，これらの約束手形の交付を受け
た旨供述する（乙２１ないし２３，４３，４６）。
        しかしながら，Ｂは，前記証人尋問において，同人は，Ｄとは阪神大震災
の年に同人にダンプカーの手配をしてもらっただけで，それ以外には行き来がな
く，上記約束手形３５通の割引依頼を受けた当時の同人の仕事等についてほとんど
把握していなかったと供述しており，そうであれば，上記約束手形３５通が前記の
とおり上場企業振出の一流手形を含む額面合計１億８０００万円もの商業手形であ
るとともに，第１裏書名義人となっている３社がいずれも関西地方の企業であるこ
とが手形面上から明らかである以上，Ｂにおいて，Ｄがこのような多数・多額の商
業手形を所持していることについて疑念を抱くのが普通であるといえるところ，Ｂ
の供述によっても，金融業を営むというＢや元金融機関支店長であるＥがＤに対
し，上記約束手形３５通の
手形の由来，原因関係，取得経緯等について納得のできる説明を求めた形跡はな
い。



        また，前記別件訴訟における証人尋問において，Ｄは，Ｂが札幌のＤの事
務所に赴いた時点では，いまだ同人の手許に上記約束手形３５通はなく，これら
は，上記事務所において，Ｄ，Ｂ，Ｅの３人で待っていたところ後からＨとみられ
る第三者が同事務所に持参した旨供述しており，仮にこれが真実であれば，Ｂは，
全く素性のわからない人物の所持する上記約束手形３５通を特段の疑問もなく取得
したことになる（なお，Ｂは上記第三者の存在を否定している。）。さらに，Ｂ及
びＥの供述によれば，Ｄは，上記約束手形３５通に対して，１５パーセントの割引
料を差し引くことを受け入れたとのことであるが，前記のとおり，上記約束手形３
５通が上場企業振出の一流手形を含む商業手形であったことからすれば，割引料と
しては通常の取引通念を
有する一般人ならば誰もが不自然に思うほどの高率であって，Ｂとしても，このよ
うな条件が受け入れられる以上は，上記約束手形３５通を前主が異常に低廉な価格
で取得したことが認識できるはずである。
        加えて，前記別件訴訟におけるＤ及びＢの供述（乙２５，４３）によれ
ば，Ｂは，上記約束手形３５通の一部について盗難手形であることが明らかになっ
た後であったにもかかわらず，覚せい剤取締法違反で逮捕されたＤの内妻の依頼に
応じて同人の弁護士費用３０万円を用立てたとのことであり，盗難手形をそうとは
知らずに掴まされた者の行動としては不自然であるばかりか，手形を売って１億２
０００万円以上もの大金を取得したばかりの人間が３０万円の弁護士費用を用意す
ることができないことは通常ありえず，上記事実からすると，友伸環境開発が松本
産業に対して１億２０００万円を支払った事実がないことが推認される。
        以上の事実関係によれば，Ｂは，上記約束手形３５通に含まれる本件手形
が不正な手段を経て流通に置かれ，松本産業がその正当な所持人でないことを認識
しながらあえてこれらを取得したものと推認すべきであり，したがって，友伸環境
開発は，悪意の取得者であるから本件手形上の権利を善意取得した者とはいえな
い。
　　(3)　原告における善意取得の不成立について
　　　　原告代表者Ｇは，別件訴訟（平成１３年(ワ)第４２号，同第３２３２号事
件）における原告代表者尋問（乙４４）において，本件手形の取得経緯に関し，平
成１２年５月１５日頃，Ｂから「仕事で要る」との理由で友伸環境開発に融資する
ように依頼され，同月１７日，原告会社において１か月後に現金で返済を受ける約
束で２５００万円を貸し渡したところ，同月１９日頃，Ｂから，以前からの原告の
友伸環境開発への貸付金に対する内入を含めて手形で支払うとの連絡を受け，同月
２２日，Ｅから本件手形を含む前記約束手形２２通を受け取ったと供述する。
　　　　しかしながら，前記約束手形２２通は，前記のとおりいずれも商業手形で
ある上，弁論の全趣旨によれば，その中には東京証券取引所第１部上場企業である
株式会社ノーリツ，三菱製紙株式会社を振出人とするものも含まれていることが認
められるところ，そのような約束手形は，複数の裏書を経由して転々流通しないま
ま金融機関に取立て・割引に出されるのが通例であることからすると，Ｇは，まず
この点でこれらの約束手形が正常に取引されてきたものであるかどうかについて疑
いを抱いてしかるべきである。
　　　　また，証拠（乙１７ないし２３，４４）によれば，原告は，Ｂが設立し，
代表者として経営していた会社であり，その後，同人は原告の取締役を退任したこ
とになっているが，現在も同人の元妻及び養子が原告の取締役に就任しているのに
加え，原告から友伸環境開発に対しては，平成１２年２月以前から１０億円前後の
貸付残高がある上，日常的にも，原告の友伸環境開発に対する少額の貸付が行われ
ている一方で，原告のＢからの借受金の入金・返済も繰り返し行われていることが
認められる。
　　　　さらに，Ｇの前記供述からすると，同人は，友伸環境開発に対してはすで
に１０億円前後の貸付残高があったにもかかわらず，Ｂから「仕事で必要である」
といわれて安易に２５００万円もの貸し付けを行い，その返済条件の変更にも特段
苦情を申し立てた形跡もなくこれを受け入れたことになる。
　　　　このような事実関係に照らすと，原告は，友伸環境開発とは平成１２年５
月当時も経営上相当緊密な関係にあったことは明らかである。
　　　　そうすると，原告代表者であるＧは，前記約束手形２２通を受け取るまで
にＢからこれらの約束手形の入手経路について十分説明を受けて認識を共通にして
いたものと考えるのが自然であり，従って，原告においても，本件手形が不正な手
段を経て流通に置かれ，第２裏書人である松本産業，さらに同社から取得した友伸



環境開発がこれらの正当な所持人でないことを現に認識していたか，少なくともそ
の疑いを抱くべきであったと認めるのが相当であるところ，前記Ｇの供述によって
も，原告において，本件手形の振出人である被告らに対する振出確認や支払銀行に
対する事故届の有無の問い合わせを行った形跡はない。
　　　　上記確認や問い合わせは，電話一本で容易にすることができるものであ
り，本件手形が盗難手形であることを容易に認識することができたといえる。
　　　　以上によれば，原告は，本件手形を取得するにあたり，少なくとも重大な
過失が認められるというべきであり，本件手形上の権利を善意取得した者というこ
とはできない。
　　(4)　原告の主張に対する検討
　　　　原告は，原告と友伸環境開発（取締役Ｂ）との関係につき，被告が指摘す
るような一体性や密接な関係はない旨種々主張し，証拠（甲６ないし９）を提出す
るが，上記証拠は，未だ原告の上記主張を証するに足りないばかりか，前示認定
（(3)）を妨げるものではない。
　　　　また，原告は，友伸環境開発が所持する手形の一部について，銀行調査の
結果，事故届が出されていないことを確認したことから，本件手形が盗難手形であ
るとは知らずに取得したものである旨主張し，これを裏付ける証拠として甲第１０
ないし１８号証を提出するが，上記証拠によっても，未だ原告が本件手形取得にあ
たり必要な調査確認義務を尽くしたと認めることができないし，他に，原告の上記
主張を認めるに足りる証拠はない。
　　　　したがって，原告の上記主張は，いずれも理由がない。　　
　　(5)　まとめ　
　　　　これを要するに，本件手形について，前記盗難後の取得者である松本産
業，友伸環境開発及び原告は，いずれも悪意又は重過失者であり，本件手形上の権
利を善意取得したものということはできないから，原告は無権利者というべきであ
り，被告に対する本件手形上の権利を請求するに由ないものというべきである。
　３　結語
　　　　よって，原告の被告に対する本訴請求は理由がないから，これを認容した
前掲手形判決を取り消し，原告の本件請求を棄却することとし，訴訟費用の負担に
ついて民訴法６７条１項本文，６１条に従い，主文のとおり判決する。
　　　神戸地方裁判所第６民事部
　　　　　　　　　　　　裁　判　官      松　　村　　雅　　司                            


